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〈紹子?に当たって〉

2006年は，スペイン第二共和制が成立した 1931年から数えて i5fF，共和国政

府軍対反乱筆の内戦{以下原認に忠災{こ市災戦争と表す)勃発から数えて iO年とい

う節筏に当たる年であったc そのため，隠年 7月7臼の法律第 24王子によって， こ

の年は f歴史記憶の年J(Ai1o de la :Vlemoria Historica) とされ，市民戦争およびそ

の後のブランコ独裁体制の犠牲となった人々を追悼するための方策が規定されたc

具体的には， 2004年 9月に閣内に設けられた犠牲者調交委員会が衆議段慾法委員

会{こ対して報告書を提出すること，デサ。インなどの一般公募も念頭に置いた記念の

切手や襟王室な作成すること，第ニ共和制，ブランコ独裁およびEI由のための溜いに

関する教育書籍・ビデオの出版や国書館所蔵を文化省や自治州に命ずることなどを

内務とするものであったσ ある主主球ではさほど三重大な内家主を含むものではないとも

言えようが，これが前述の犠殺者認査委員会の設寵とともに今回紹介する本法の部

提となっていることは明らかである。

本法の正式名称は， irjJ民戦争および独裁の間に迫害または侵害全受けた者の権

利を承認して拡大し救済手段を設けるための法律J(Ley por la que se reconocen y 

amplian derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecucion 0 

violencia durante la Guerra Civil v la Dictadura)で，通称が rH芝史の記穏nこ関する法

律J(1ぷデ dela Memoria Historica)である。正式名称からも窺えるように， 1ヲ36年

(7月17日:~ヒアフリカのメリーリャで家事終起，室主 18 日:ブランコ将家がカナリア諸島
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三、了 (11Iì ~r{(こ立r.起指令)から 1939 :tf~ U ['1 1日:フランコによる終結宣言)にかけて共和

国政府軍と反乱軍との問で戦われた市民戦争およびブランコ独裁体制 OliEi.:戦争勃

発から数えて約 40i'手間)における犠牲表の復権'e臼約とするものである c もちろ

ん j殺傷者や遺族に対する補償・救済が従来なおざりにされていたわけではなし

民主化(1975年 11月初日:フランコ死亡)以降，個々の法令によってそれなりの手

当はなされてきた。しかし，本法は，いわば補償・復権の拡大集大成であり， I~I 事rr

しい施策としては，スペイン各地で射殺され墓擦もなく埋められたままの犠牲者の

所在を捜索し身元合確認するための公的パックアップ，間外追放や亡命によって悶

絡を?失ったり放棄せざるを得なかった者やその子・孫{こ，さらには市民戦争におけ

る関際旅団の義努兵にも，スペイン居籍取得の途を了間いたことであるご

夜、事で恐縮ながら，本法の準備段階で司法大臣を務めていたのは，在、の友人の窓

法学者ホアン・ブエノレナンド・ロペス・アギラーノレ(JuanFernando Lopez八guilar)氏

である。スペイン社会主義労働者党 (PartidoSocialista Obrero Espafiol)のサパテ-

lJ (Jose Luis Rodriguez Zapalero)政権下最初の司法大包 (2004年 4月18EI ~2007 年

2汀 12什)であり，南山大やや名古屋(現愛知)弁護士会，松本の司法博物鯨など

でーあるいは信州の山小屋でf交を了徹して戦争や人権について熱く諮り合った伶であ

るc 人fltH問題の専門家である彼が一連の動きと本法案の作成に深〈関与しているこ

とは， I日j違いないであろう。そのような俗人的な関心とは別に，国外で大きく取り

とげられたこの法f裂がEl本で、はすでくと ~fj' ってよいほど主11 られていないことも，今回

翻訳を試みた動機である c

本法成立に至るまでには，-~jjではげlîfおを絞る j ようなものであるという非

難，記念碑や鍛像などをァ打ち壊す彼懸行為に繋がるという懸念，あるいはおlemoω

ria Historica (ぼ1:の記憶)ではなくi¥lemoriaHisterica (ヒステリックな記憶uであ

るとのj削除の一方で，野党左派からは動きが遅いという批判があったと開く。法文

の随所に~られる慎重な表現が，きめ弱11かい配足立を怒起させる所以である 3 と河 H寺

に，特に立法趨旨 (Exposiciondeλloti、os)の絡調高い(議訳のfmmHま御手手紙【いただ
くとして)笈設に感'慨を覚えるのは，夜、だけではないであろう。

なお，翻訳文中の斜体は，原文政府官報 (2007年 12J=J 27 EI f;J Bolclin Oficial del 

Estado 310号)のイタリック体に従ったものであり，カッコっき原語表示は訳者の

裁量で読者の便宜に供したものである。また， I京文で文字(アノレブアベット)表記

のもの，すなわちアラビア数字表記でないもの(総別や段終規定の条数)は警 ì!i~数字

にで記載したc
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(紹介)スペイン r[t主交の記t1J1ニ1M]する法律J(2007 年 121~ 26 民法律詰~52号}

市民戦争および独裁の間に迫害または侵害を受けた者の

権利を承認して拡大し救済手段を設けるための

2007年 12月26日法律第52

ホアン・カノレロス 1世

スペイン隠王は，

本法を~5立て理解するすべての者に対し，

国会がjよj、下の法律を可決し余が裁可したことを知らしめる。

立法趣昌

を導いた和解と滋羽!の精神ならびに側値観の複数性およびすべ

ての理念の王子f{:1的擁護{こ対する尊滋の精神は，明らかな統合性を主主えた社会的かっ

民主的な法治国家と位器付ける条文を設けることにより，スペイン人の再会和隆

(reencuentro) のかかる窓思ぞ法的に体現した 1978年怒法令我々に制定させるに

至っ?こ。

民主主義移行の精神は，我々が今まで享受したことのない役も強かな慾法j二の共

存モデルを指し示し，滋法に先立つ数ト年間，市民戦争およびこれに引き続く独裁

体制の結果に苦しんできた者のために，民主化時代の当初から認められてきた様々

な手段や権利宏説明する c

かかる立法上の努力にもかかわらず，それらの市民の要求:こ対して，議会の{郊に

おいても多様な氏陣団体の{llUにおいても，完結的な応答を?なすために取るべきイニ

シアティグは未だ残っているc それは，我々の民主主義が，今…度当初の融和繍争j1

{こ訴え，かつ慾j去の枠内において，看過することのできない合法的で正当な要求だ

からである 3

そうで、あるからこそ，本法{ふ 2002年 11月初日に衆議院議法委民会が全会一

致で採択した決議案に表明されたところを受け入れている。同決議案では，市民代

り返し述べてきた以下のことが含まれている c すなわち， ((何人も，過

去に起こったように，自己の政治的fぎ条{f押し付け，すべての市民の自由と尊厳に

153 



反する全体主義体制を確立する目的で，暴力ミナ汚いることを正当と考えではならな

いc それは，我々の民主社会から非難され犯虫色されるに値することである》。本法

:ふこの宣言を取り入れるとともに， 2006年 3月 17日にパリで箸名されたヨー

ロッパ辺事会のヨーロッパ議会報告に含まれたブランコ体制批判，すなわち 1939

1ドから 1975年にかけてスペインで行われた重大な人権侵害の告発そも考慮に入れ

ている。

こうして，政治的もしくは怒想的動機によりまたは宗教f副司]の動機により，我々

の歴史におけるあの悲惨な時期に起こった不正と侵認を直接受けたすべての者に対

して，今こそスペイン民主主義およびそれを享受する現在の役代が永久に名誉ぞ凶

復せしめ復権せしめるl待である。もちろん，命を洛とした者たちに対してもであ

るコ彼らとその家族もである。収監，留外追放・亡命'J，財産没収，爵の内外におけ

る強制労働または強制収容のために自由を奪われた者も悶様であるc そして，結局

は長〈悲痛な，多くの場合取り返しのつかない亡命生活に追いやられて祖留を失っ

た者も!可様である。最後に，それぞれ奥なった終期に民主主義の価値観姥設のため

戦った民兵隊員， r君臨旅団兵士ヲゲリラ兵たちである。彼らの復権は， 2001年 5

月 16EIの衆議読本会議によち全会一致で要請されたし，最初の災主選挙が行われ

た際に自主解散した民主家事連合のメンバーたちによっても姿諮されていた。

このな味におし、て，本法{ま，我が民!の際史の周知および民主主義の記憶の促進に

向けて公権力が政策合実践するための基盤を提供する。

ヰヰjiJは， 11詩人および家族の記憶に関する多後なjITU面が，特に公的な割安IEに直濁し

たときに，民主的な市民権の法授の一部となり，そのように法文に取り込まれると

いう考慮から発している令この)~r沫において，各々の rtr民の紹人ヰヲよび家族の記憶

に対する個人的な権利を認め，本法におけるその鼠初の表明は第 2条に宣言する一

般的承認として規定する G

実際，向規定において， rtr民戦争の問，紛れもなく政治的または忠先日、約な動機に

よって起きた刑罰，制裁およ ならびに同様の理F!lにより雨後の独裁時

代:こ起きた背IJlfij，総裁および佼答行為の不当性につき一般的な宣言がなされてい

る。

第 2条に龍かれたこの一般的な宣言は，権利として被害者すべてに関かれ，彼ら

自身またはその家族が行使することのできる，復権と[e]復を内容とする個別的な宣

言を得るための特別の手続き規定によって長liわれる c

本法第 3条においては，適正手続きを求める権利の慕本的な保障に違反して設け

154 



〔紹介〕スペイン f墜交の詑慾;こ関する法律j(200i司:12月26El法律第 52号)

られた裁判所，陪審または郊侭なる行政上の機関も違法であり，政治的，思想的な

動機または宗教信仰の動機により科された人的な制裁および刑罰も同様に違法であ

ることが主主設されている c こうして，人権に反する規定や決定の法的効力は今ゃな

いことが明らかに強調され，これが不正な制裁や刑罰に苦しんだ者の精神的思復に

寄与することになる。

この窓味において，本法は，明らかに抑圧的で基本的人権{こ反する独裁体制の下

で公布された規範の法的効力~法体系から形の1:で徐外することな明示し，かっ郊

仰なる行政およびE司法機関からも復活させないというニ議の民的令以て， その法的

効力を明示的に剥奪する廃止規定守合むc

第5条ないし第争条は， Il!t(ニ我が匡!の法制度に取り入れられた経済的な諸権利の

様々な改善策公認めている。正にこの方向において，民主主義の防御，今日我々す

べてが享受している民主主義を守るために生命を失い，今まで然るべき補償セ受け

ていないすべての者のために，賠償諮求権{f規定する(第 10条)。

この街において，家族の行方そ知らず，ある者は共向墓地に現葬されているとい

う，少なから必rP民の極めて正当な要求に配慮し，関係者の要請があったときは，

行方不明者の所家篠認および場合によっては身元篠認の作業七公行政が彼らに対

する最後の敬窓の託として提供するための方策および一手段合準備するいくつもの規

定(第 11条ないし第 14条)を取り入れている。

同様iこ，市民戦争または独裁体制の記念となるシンボノレや建造物との関連におい

て，公共のシンオミノレは出会いの機会であって，対立，侮辱または侵答の対象ではな

いとの理解の下{こ市民が記念稗{こ向き合う権利ぞ有するという納得のやで，

起，市民戦争および独裁抑圧の熱狂を避けるという原則{こ支えられた…速の方策ぞ

定めている(第 15条および第 16条)。

立法者{ま，単一化したニ重の承認をケ行うことを了正義と考える。第一に，由時旅聞

の志願兵たちが今まで手ぎしてきた閤絡をケ放棄することを要せずにスペイン国籍を取

得することを認める(第 18条)。次に，本法(こいう政治的侵害の犠牲者の尊厳擁護

に重要な役割j守果たしてきた市民団体も同様である(第 19条)。

市民戦争に関する歴史情報の収集およびアクセス権を容易にする目的で，本法

は，サラマンカに本部喜子掻く現在の fスペイン市民戦争総合アーカイグj を， [湾じ

くサラマンカに本部を置く「歴史の記憶ドキュメントセンタ-J (こ統合し，他の盟

友センターに現存するすべての記録をここに移送して，その役割j守強化する(第

20条ないし第 22条)。
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本法は， 7C々 スペイン人であった者の第一線等までの卑属に対し，スペイン国籍

の取得の可能性会広げる c これにより， in民戦争または独裁体制の結巣として亡命

によりスペイン毘縫合失った者の五平腐というだけで，スペインへの移民の正当な希

認がnl-えられる c

結局ー本法は，スペイン人の中で未だに口を了間けている俗を塞さん市民戦争の悲

劇または独裁の抑圧の結果を i亙談または家族の誰かが被った1'13災に満足全与える

ことに貢献することを欲している。このようにして民主化移行i切の潟会和践と融和

の精神ぞ深めることによって認知され名誉を回復されるのは，それらの市民だけで

なくスペインの民主主義全体でもあるという完全な確信から，本法はこのような震

i駄を望むのである。特定の集団的な記憶を了植えつけるのは，立法者の仕事ではな

いc しかし，犠牲者合回復すること，完全な民主的市民権の表現としての他人およ

び2対突の記憶に対する権利を最大の規範力ぞ以て認め係設すること，去を、法 kの言者価

絡をおめること，かつてのような不寛容と人権侵努の状況が繰り返されるのを避け

るために我々の過去の認識および反省を促進すること，これらは立法者の資務であ

札法律の任務て、ある。

以上，本法およびその法的結果が答える約束である。

安11~ミ.本j去の日的

1.本iliは， rlJ民戦争および独裁体illlJの1I弘政治的‘思J;E(的な現El3もしくは宗教信

仰のJ'll1111により迫読または佼授を受けた殺のために権利を認め拡大すること，その

精神的@復およびその個人ねよび家族の記憶の r~ll復合促進すること，ならびに市民

間の分裂姿!訴を除去するための補足的方策合採ることをァ臼的とする。これらはすべ

て，主憲法上の}JIU!U， lilli筒および自 [11をめぐり， {r立役代にもわたるスペイン人の開で

結束と連帯を促進するためである C

2. 本法により， 1舗の政策として，市民戦争および独裁体節目の間に起きた事実およ

び状況を?失nることを容易にし，かっその!隆史的u寺Wlに関連し公共アーカイヴに保管

されている記録の保護を保障しつつ，民主主義の価値および原則の促進を企図す

q 

Gc 

第三条.一般的認識

1.精神的回復ならびに個人および家族の記憶の回復に対する市災すべての権利の

表現として，市民戦争の聞に政治的または思想的な理由によって起きたすべての刑
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〔紹介)スペイン flì;l;史の記t~\(こ隠する法律J (2007 '1' 12 R 26 El法律第 52-~子〉

部，制裁および形式の如何守関わず人的侵害，ならびに同様の!京協により独裁時代

に起きたすべての刑罰，制裁および形式の如何そ関わず侵答行為の絞本的な不当性

ぞ認、め宣言する 3

2. 前項の理府:ふ政党，労働組合，宗教的または軍事的な組織，少数民族，秘密

結社，フリーメーソンの拠点およびレジスタンス・グループに所属し，協力し，ま

たは関係したこと，ならびに文化的，言語的な選択と結びついた行動または性教育

を実践したことを含むc

3. また，市民戦争および独裁体制の間における多くのスペイン人のériñ~引き起

こした不正念認め宣言する。

気3条.違法殺の宣言

1. r評決戦争の間，政治的，思想的な動機または宗教信仰上の動機により，人的な

刑罰jまたは総裁を科すために設陸された裁判所，結審およびその他の刑事機関また

は行政機関の違法性ならびにその決定の違法性{t-宣言する。

2. 法{こ反しかっ正当な裁判を受ける権利という最も基本的な要請を侵害するが放

に，本法第 2条に定められたところに従い，政治的，思想的な動機または宗教信仰

上の動機により設置されたフリーメーソン・共産主義弾劾裁判所，公安裁判所，政

治安任裁判所および軍法会議の透法性全如何なる場合においても主主設する。

3. 同様に，独裁11寺代{こ従前の制度的合法伎を擁護し，スペインにおける民主主義

体制の再構築喜子企図し，または今日窓j去によって承認されている緩利と自由に守ら

れた選択に従い生きようとした者に対し政治的，思想的な動機または宗教信仰上の

動機により裁判所または刑事機関もしくは行政機関から下された刑罰および制裁

が，形式および内容の毅波により，違法であることな宣言する。

築主条.人的回復および認郊の宣言

1.市民戦争および独裁体制の問，以上の条文{こいう決定の影響を受けた者に対

し，人的活復および認知の宣言喜子得る権利を認める c

この権利は，J;J、上の規定において認められた他の権利および手段ならびに可法裁

判所{こ対して行った請求権の行使と完全に両立する。

2.影響を受けた者および同人が死亡した場合にはその配偶者または類似の愛情関

係によち結ぼれた考，本人の尊属，卑属およびニ毅等までの傍系親族は，この宣言

を詩求する権利を手まするものとする。
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3 また，公的機関も，本人が向機関においてE重要な役職に就きまたは顕著な活動

念行ったが前項に定める配偶者または親族を欠く場合に，合議{本の運営機関の苦手前

の合意合得て，同宣言を請求することができる。

4 白iJ3項に定められた者および機関は，司法省に対し，宣言「舎の発行令請求する

ことができる c そのために，事実に関して有する記録または手続きに必~な記録お

よび適切と考える記録をすべて提出することができるものとする乙

5. 本法にいう主主言替は，法制と定められた他の如何なる間後方式とも阿立するも

のとし，国または如何なる公行政の財産的資任~認めるための証券ではなし経済

上もしくは職業上の@]復または賠償の効果を笠ぜしめるものではない。司法省{立，

本法に定められたところに合致しないときは， 発行合拒むものとする

第う条.前の市民戦争の結果としてまたはそれに捺して死亡したスペイン人の寡

婦，子その{也の家族のための年金，医薬扶助および社会福祉をナ認、める 19i9

年ヲ月 18Bの法律第5号により認められた給付・援助の改善

1.前のTiJ民戦争の結栄としてまたはそれに際して死亡したスペイン人の主主婦，子

その他の家族のための年金，医薬扶助および社会福祉を認める 1979年 9月 18日の

法律第 5診により定められた保護行為全補充する図的で，第 1条第 2号， a)および

c)を次のように改正する

(( a) 市民lf投争の結栄として'1=.じた負傷，疾病または損傷によるc

c) 政治および組合の活動または窓見の結栄として、仮し市災戦争と死亡と

の 11:I J における f~詩人的かつ直後的!五l果関係が存する j結合，)) 

2. IlijfJ'iの規定によって認められる年金は，本法の施行Elに次ぐ月の初日より経済

的効果を生じ， If]の年fI芝生活者切にi到する古川皮において効力失効念定める法規の適

m~妨げないものとする。

第も条.特定孤児年金の金額

1. 1979年ヲ月 18日の法律第 5号および汐80年 6J=J 26日の法律第 35ij-!こ定めら

れた非公務員の年金で，五歳以 i二の1!産能力者でない孤児のための孤児年金の金額

は， J=J 132.86ユーロと定める。

2. 本条の孤児年金については，現行の経済的補足制度が適)召され，毎年l;!i]の一般

予算に関する法律が定める再評鎚iな受けるものとする c

3 前 2演の規定は，本法施行の日にどこく守J=Jの初日より経済的効*をどtずるものと
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{紹介)スペイン fffi!'史の記穏に関する法律 (200i年12!'l26 E!i去VitfB52 -~号)

する。偲し， rulの年金生活者層(ニ関する制度にヰヲいて効力失効;;e定める法授の適用

を妨げないものとする c

築7条‘アムネスティ{こ関する 1977年 10fJ 15 Bの法律第46号に定められた場合

の結果として収監に苦しんだ者のための賠償の適湾範額修正

1.独裁i時代{こ監獄(こ収監されていた期罷lこっき賠償合受けることから以前は除外

されていた場合を含める図的で， 1990年度医!の一般予算に認する 1990年 6月29

日の法律第4-5の的知第ト八条第一項および第ニ項を次のように改正する。

((- 1977年 10Fl 15日の法律第 46-)j.ぺこ定められた場合の結果として， その

態様が如何なるものであれ監獄施設または邸入部隊において 3年以上自性1

it-IJ奪に苦しんだことをナ認する者にして 1990年 12Fl 31臼において満 60歳

に透している者は，以下の段階に従い， 1問l渓り賠償金を受け取る権利公

有するものとする。

3年以上の収監:6，010.12E 

31:ドを上[e]る3年絡に:1，202.02E 

この賠償金受給権者が死亡しており，かっ 1990年 12月 31日におし、て;ぬ

60歳に迭していたはずであるときは，生存記偶者は， W侶死亡により寡嬬

年余念受給する身であっても，またはそうでなくとも本人の配偶者であっ

た主主総であることを証すれば，向賠償金ぞ受給する権利を予言するものとす

る。》

2. 閣の予算に関する 19ヲO年 6Fl 29日の法律第 4.)3'の的別第ト八条に第ニ療の二

および第七項を以下のように追加するつ

tニの二 1977年 10Fl 15日の法律第 46_~L に定められた場合の結果として 3

年玉!ミj誌の問自由剥奪{こ苦しんだ後死刑の宣告をナ受11尖際(こ執行ちれ，かか

る状況下，社会的保護lこ携わる公的システムの負担による年金も賠償も認、

められなかった者の生存配偶者に対し， 9，616.18Eの賠償金を認める。》

《七 前第一項および第ニ演に定められた受給権ぞ有すると考える者は，本人

であれ~:存配偶者a または謀総年金受給者であれ，前述の人件費・公的年金

総局に対し，明示的に受給そ申請しなければならないo}) 
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空包ち条. アムネスティに関する 1977王手 10fj 15臼の法律第46号{こ定められた場合

の結果として自由主2奪{こ苦しんだ者のための賠償に関する自然人の所得税課

税

2005年 1月l臼より， 2004年 5Jヨ5日の立法政令により承認された自然人の所

得税に関する法律改正法第 7条に u)を新たに付加し以下のように定める。

<< u) アムネスティに関する 19ii年 10月 15日の法律第 46i子に定められた湯

合の結果として監獄織設において白出会剥奪されたことに対する補償のた

めに国および自治州の立法府において定められた賠償。》

第9条.アムネスティに関する 1977年 10月158の法律第46号{こ定められた場合

の結巣としての自由剥奪lこ対し 1999年 1月 1日より受給の賠償金への謀説

喜子補償するための援助

1. 1999年 1月 1臼より本法施行日までに，アムネステイ(こ関する 19ii年 10月 15

日の法律第 46-75イこ定められた場合の結果としての自治初奪lこ対する補償のため国

および自治州の立法において規定された賠償金を受給したおーは，定められた形式お

よび則的j内{こ，この間の諜税時期の各々のぞi然入所得税申告において賠償金所得と

して小;!?した税額の 15<JiJ分の媛助金の支払会諮求することができるものとするc

2. 前五'Iの者が死亡したときは， 1:乏j]}JfI2'ふ相続人が諮求することができるものと

する C

3. 本条に定められたところに従い受給された援助金は，自然入所得税全免除され

るものとする。

4. この援JljJ金の承認、および支払に関する手続札受給条子i二ならびに管L階段簡は‘

経済・財務省令により定めるものとする

第 10条. 1968年 1月18より 1977年 10月6E!までの間に民主主義を擁護して死

亡した者の承認

1. その死の際に生じた特別の状況に鑑み， 1968年 1月 1日より 19i7年 10月68

までの悶に民主主義的自由主ゴよび権利の擁護ならびに@]復のために死亡した者の相

続人(こ， 135 ， 00伎の補償金を受給する権利~認める。

2. 死亡した者の子および配偶者にして法的に別居しておらず別居手続き中でもな

く婚矧無効確認訴訟中でもなかった者， または少なくとも死亡II寺前夜近の 2:fF問，

配偶者と同様の愛情関係に布いて恒常的に閑居していた者:ふ前項の補償金受給者
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とする c この最後の場合において，共通の子i'有していたときは，単に同肢のみで

足りるc

次{こ，これらの者が絡しないときは，死亡した者の親，孫，兄弟姉妹および死亡

した者に経済的に依存していた問問人の子が，この順序で排他的に受給者になるも

のとする。

補償金を受給する権利を手ぎするもののグループに属する者が複数あるときは，総

額は，同一条件で権利を有する者の陪で均等に配分するものとする。但し，死亡し

た者の記偶者または同様の愛情関係にあった者と子とが共幸子する場合においては，

配偶者または同様の愛情関係にあった者と子全員との隠で補償援効会合 50%ずつ

配分するものとする。

3. 賠償金の支払は，問ーの事実{こ基づいて如何なる経済的な賠償も補償も受げな

かったか，受けたとしても本条に定められた金額を下回る場合にのみ，手続きを行

うものとする。

4. 政府は，本条{こ定められた総償金の支給のための条件および手続きを政令に

よって定めるものとする。

5. 本条に定められたおIi償金の受給者は，前項の政令に定められた委員会に立すし中

を提出するために， その施行よち起集して 1年の期i習をケ干ぎするものとする。

第 11条.犠牲者の所在発見および身元確認のための公行政と鑓人との協力

L 公行政は，その権限において，犠牲者の直系卑属から申請があったときは，$

民戦争または溺後の政治的抑圧の腿{こ暴力によって姿をj脅し，その行方が分からな

い者の務査，月IT夜発見および身元確認の活動の使主主主?出るものとするむ前項の緩定

{ま， 2004年6月 1日以前に設JLされ，日自立としてこれらの活動の展開を含む間体

について適賂することができるものとする。

2. 援i家行政{ま，作業計泌iな策定し，本条に定められた活動から生ずる資fflを出潟

するための助成を定めるものとする。

策 12条.犠牲者の身元確認および所在発見のための方策

L政府は，すべての公行政機関と協力して， ).立絞発掘における制度上の協力およ

び適切な介入を保障する科学的にして他分野にわたる綴約 (protocololを作成する

ものとする。また，作業{こ参加する社会図体を助成するに適切な協力協定を締結す

るものとする。
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2. 公行政機関は，各々の地域内において，高官条の者の所在が判明した治会明らか

にした地鴎令， )立骸に関して入手できた補足的情報すべてを子会めて作成し，関心を

千ぎする者A すべてに供するものとするc

政府は，関心を有するrn民すべてがアクセスでき，管轄の公行政機関が送付すべ

きデータが含まれる，スペイン会ことにまたがる全国地図の準備に取りかかり作成す

るものとする。

地閣に含まれる地域は，法令で定める条件におし、て地権者 (titulares) (こ対する

特別lの保護の対象となる。また，管轄の公権力は，その適切な保護に向けた方策な

採るものとする。

策 13条.所在発見および身元確認の活動に対する行政庁の許可

1.管轄の公行政機関は，歴史資産に関する法規および政府が承認する活動規約

(protocolo de actuacion) (こ従い，第 11条第 p震に規定された犠牲者の遺骸の所在

発見に向けた技索作業を言午Eぎするものとする c 発見されたときは，直ちに管轄の行

政当局および司法当局に知らせるものとする。

2. 公行政機関は， その権限行使において，第 11条第 1項{こ規定された犠牲者の主主

系隊総またはその名において行為する団体が，身元確認および他への移送のため

に )1<河墓地に埋葬された泣骸~1p_1収することができる手続きおよび条件を定める

ものとする。

3. いずれの場合においても，発品ii:ふ管轄当局il1tlによる行政許可に従うものと

し許可に際しては， !.立骸が移送されるべき者のi直系専属のいずれかによる異議の

存{:E{eW!廷に考慮することを要する。そのために，当該決定に先立ち，管轄行政機

関は，提出されたの誌誌を?適切に公示し，すべての場合において，毘i家行政に対し

異議の存在営業11らせて前条第 1JI=iのJ:t!ll玄j(ニ記載させなければならない。

4. 移送の対象となりかつ異議が申し立てられなかった遺骸は，発見された市町村

の区域に!認する墓地{こ域葬するものとする。

第 1生条.所在発見および身元確認の作業に{系る地へのアクセス

1.策 13条第 I項に規定された者の遺骸の所在確認，および身元確認または移送の

活動の実現は，公共の利益および社会利益のためであり，それが行われる場合にお

いては強制収沼法第 108条ないし第 119条に従い，当該土地の一時的な占手手伝認め

る効果全生ずる。

2. 前項に定められた活動のため，管轄当局は，公共の利益{こ基づく正当な滋II!に
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よる場合を除~，公的所有名義の土地を一時的に占有することを認めるものとす
。
心 。

3. 私的所有名義の土地の場合においては，玉手属または前項{こ従い正当な権限ぞ有

する組織は，遺骸が発見された土地{こ係る権利を有する者の伺窓を請求することを

婆する。その!可窓喜子得られなかったときは，公行政機関は一時的占有そ許可するこ

とができるが，この場合権利に影饗が及ぶ地権者の意見をi慰問し，その申し立てを?

して，土地喜子占有するものの負担において然るべき補償を定めるものとする。

第百条.公共のシンボノレおよび記念碑

1.公行政機関はその権限において，芸家事蜂起，r!T民戦争および独裁の弾圧に関連

する紋翠， プレートその他の物，または個人もしくは集団を賛美する記念文

~ (menciol1es)を撤去するための適切な方策を採るものとするc この方策lこは，

公的な補助金または援助の廃11二守合むことができる。

2. 吉Û~貨の規定は，文言が極めて私的な患い出の言葉であって対立者 (enfrenta

dos)に対する賛美でないとき，または法律によって保護された芸術的，建築学的

もしくは宗教芸術的な理由がある (col1currir)場合には，遜mしないものとする。

3 政R守は，部現に定められたところに従い，自治州および地方組織と協力し，市

民戦争および独裁に関連する遺跡(vestigios)のリストを作成するものとする。

4. 公行政機関は，本条第 1項{こ主主められた方策ぞ実践しない民間所有者に対する

補助余または援助を撤回することができる。

第 16条.戦没者の谷 (¥1a/lc de 105 Caidos) 

1.戦没者の谷は，礼拝mおよび公共墓地に一般的に適用される規範により厳重に

管潔する (regiおりものとする。

2. 敷地内の如何なる場所においても，政治的な行事，および市民戦争，その立役

者またはブランコ主義を賛美する行事を行うことはできないc

第 17条.強制労働によって行われた建設および土木工事

政Il守は， {I出の公行政機関と協力し，労役白人部隊ならびに強制収容所の囚人，労

役者fi隊および家事烈務所の国人によって行われた建設および土木工事の一斉調査を

行うものとする。
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~118 条.間際旅田の義勇兵に対するスペイン国籍付与

1. 1936年ないし 1939年の市民戦争に参加した毘際旅田の義勇兵に対して， 1996 

年 1fJ 19臼の政令第 39号により認められた権利を実現するため，スペイン罰籍の

俗化承認状取得を定めた民法第 23条の bが要求する前国籍の放棄は，これらの者

については適用しないものとする c

2.閣議において承認された政令において，前項に定められた者がスペイン関籍を

取得する際の要件およびそ子続きを定めるものとする

策 19条.犠牲者協会の承認

本法が定める政治的暴力の犠牲者全員の尊厳擁護において際立った協会，財閥;f，'

よび組織の業績を承認する。政府は，政令を通して， これらの間体{こ相応しい栄誉

(distincion)合与えることができる。

策 20条.歴史の記憶ドキュメントセンターの設置および市長戦争総合アーカイグ

1. 2005年 11月 17臼の法律第 21号に定められたところにf泣い，歴史の記憶ド

キュメントセンターを設置いその本部はサラマンカ市に援〈。

2. ぼ;t:の記{窓ドキュメントセンターの役割は，以下のとおりである。

<l. 1999年 3月日日の政令第 426号により創設された市民戦争総合アーカイヴ

合維持および発渓させること。この目的において，かっ正規に定められる手続

きを経て， 1ヲ36年から 1939年の市民戦争および潟後の政治的tJllff(こ関する版

本または信頼にiiiるその写しな本アーカイグにすべてまとめることとし，現存

する博物館， 1~'I1IJftîi または際立アーカイグにはこれら書類のデジタ jレイとした写

しを保存するものとする。また， I刻家行政は， 1長史に残るかかる時代に関する

金収集する作業に取りかかり，総合アーカイグに移j乏し統括するも

のとする。

b. 市民戦争，ブランコ独裁，それに対するゲリラ抵抗運動，国外追放・亡

命，第二次位界大戦中におけるスペイン人の強制収容所収監および民主{とへの

移行期に関する研究にとって興味の対象になり得る所絞文書 (fondosdocu-

mentales)および二次的情報淑の修復，収集，編成，および関心を汁ぎする者{こ

提供すること。

c 市民戦争，フランコ体制，国外追放・亡命および民主化への移行j切に関する

歴史的調査を了促進い その結果の警・及lこ貢献することコ
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d センタ一所蔵資料の普及を促進し，利用者および代表的な組織の積極的な

参画に便宜を ~I ること c

e 市民戦争および独裁体制に隠する学究・調査の作業を進めるため，褒賞およ

び奨学金(こより研究者(こ対する援助合与えること c

五{訟の諸国にも幸子在した類似する時代経過に隠する情報および記録を収集し，

関心営手まする者に提供すること。

3 歴史の記憶;ドキュメントセンターの組織および運営は，閣議において渓認され

た政令によち定めるものとする。

第 21条.市民戦争および独裁体制に関する文書の取得および保護

1.関家行政は毎年，留のー綾子第で;場合毎lこ定められる歳援に応じ公共または

民間の，国内または海外のアーカイグlこ存主主するrp災戦争または雨後の政治的抑圧

に関する文書乞原本であれ何らかの形で!京本(こ忠実に言葉，データおよび数字を

保管，認識または再生し得る一手段そ以てであれ， それらの取得-3:'悶的とした協定の

計図i合承認するものとする。

2 スペイン歴史泣夜{こ関する 1985年 6Fl 25日の法律第 16号に定められたところ

に従い， rp民戦争および独裁体制に関する公共ならびに民間のアーカイグ{こF9T絞す

る文書は，記録文紋遺産 (PatrimonioDocumeI1tal y Bibliograficol (こ加えられること

{e宣言する。

第 22条.公共および民間のアーカイグの所蔵資料 (folldosJへのアクセス権

1.伝法(こ定められたところに従い，公共アーカイグに保管された文書へのアクセ

ス権および~I~;~とされた写しの取得を保証する。

2. 前項の規定は，公的資金によって全面的または部分的に援助を受ける民間アー

カイヴにも向様に適用されるものとする。

3. 公権力は，特にこれらの文書の絞損が著しい湯合または劣化の危険がある場合

には，保護， i系金およびカタログ作成のための必姿策を採るものとする。

時数ー スペイン市民戦争総会アーカイグの適正化

スペイン市民戦争総合アーカイヴを組織し再編するために必要な活動を遂行する

権限を政府に与える。
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附則二

本法に定められた規定は，法律またはスペインが調印した濁際条約および協定に

定められた通常および特別の訴訟権行使ならびに可法手続きと詞立する。

結京高三 議f/度的枠組み

本法施行後 1年の期間内{こ，政府は，民主的主義の記憶の保存および促進に関す

る公共政策会推し進める制度的枠組みを定めるものとする。

1SI't1Ji巡回 磁時賠償を承認する権fJRの政府への付与

l 本法第 10条第 1項が定める事実，状況および条件において無能力となる障害を

被った者に対する続符賠償金全与える範囲，条件およびそ子続きをナ定める権限を， 6 

カ月の期跨内に政令{こより政府に与えるc

2 同様の事実があるのに社会保俸の公的システムの負担で賠償または経済的補償-

を受けていないときは，本条に定められた賠償金の添認手続きを行うものとする C

3. ヰヰ条に定められた賠償は，無能力となった者に直接支払われ，その権利は譲渡

できないものとするε

約l!U1i

1984 iF 10月 22日の法律第 37号の適用に関しては， 1936年 7月 18日以降共和

由主容に編入された商船隊の隊員は，海主事予鍛軍への編入を定めた 1937王手 3月 13日

の政令，同政令を適用し路船隊員の予{路軍入隊および結級序列を定めた 1937年 6

月 12日の政令，ならびにこれらの政令を具体化して悶序列の規則を定めた 1937年

10月 10EIの回覧指令 (Ol・dencircular)に含まれるものとする。該当する年金の支

払は， I司じ状況であるのに何ら経済的補償を受給しなかったとき，または受給しで

も本法規定に定められた綴を下回るときは，支払手続きがなされるものとするむ

附刻六

戦没者の谷の運営財閥は， 1936年から 1939年の市民戦争および雨後の政治的抑

圧の結果死亡したすべての者の記穏を称え復権することを?臼約の中に含め，歴史に

残るこの持代および憲法価値に関する知識をナ深めることを目指すものとする。と j可

持{こ，我々の社会に存する和解と共存の瀬認を促進するものとする。これらはすべ

て，第 16条によるところである。
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〔紹介〕スペイン?墜史の記憶に隠する法律J(2007年12月26司法律第52{ま)

附)'lU七 スペイン恩義ぎの取得

1.父親または母親が本来スペイン人で‘あった者は，本pfす)'lUの施行より 2年内に申

告を行えば，生来のスペイン国籍公取得できる。この期間は，閣議の決定により 1

年喜子限度として延長できるものとするつ

2. この権利は，限外追放・亡命の結果スペイン国籍合失ったか放棄しなければな

らなかった者の孫にも認められるものとする。

時国人民李登録の死亡証明記録簿毘覧へのアクセス

政府は，本法規定を履行するために必要な限り，去を記・公証総局に隠する民事鷲

録の死亡証明記録簿関覧へのアクセスに使宜を図るため，可法省を通じ必姿な規定

を定めるものとする c

廃止規定

憲法の廃止規定 3(こ定められたところに従い，政令第 79号で承認された国防評

議会(Jllnta de Defensa i'-iacional)による汐均年 7月 28臼の内戦令(l3andode GllC-

rra)， 1936年 8月 31日令， とりわけ 1936年 11月 1Bのフランコ将軍令第 55号，

関家安全保障に対する刑法の改正に関する 1940年 7月 12臼および 1941王手 3月 29

日の関家安全保路法，軍事蜂起罪の改正lこ関する 1943年 3月 2日の法律，ll'L李総

起，滋!波およびテロ行為lこ関する 1947年 4月間日の政令，軍法典 (Codigode 

J llsticia ;¥1 ilitar)改正{こ関する 1971王手の法律第 42号および第 44号，政治的責任に

捕する 1939年 2FI 9日および 1942年 2月 19日の法律，アリーメーソンおよび共

産主義抑圧に関する l判o年 3月 1日の法律， 1959年 7月 30日の治安法，治安裁

判所を創設する 1963年の法律第 15母が潔iとされたことを?明言するc

最終規定一本法適湾推進の権夜

政府およびその構成良は，各々の権限の範囲内において，本法の規定ぞ発展させ

適用するに必要な規定合定める権限を手ぎする。

最終規 定二 絡行

本法lま，政府官報公布の翌日に施行するものとする c 但し，附烈七は公布の年に

施行するものとする。
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f!.、して，

すべてのスペイン人，私人および当局に対して，本法をど必守し，~守させること

を命ずる。

マドリー， 2007年 12Jヨ26臼

ホアン・カノレロス関王

内閣総理大臣 ホセー・ノレイス・ロドワーゲス・サパテロ

〔訳者註〕

・民主主義(への)移行(郊): Transicion (立法理出冒頭〕

フランコ総統が亡くなった 1975年 01月初日)から新王立法が誕生した 1978年

(10河 31El国会通過， 12月6日国民投票承認、， 1可27El ki君主裁可，悶 29日公布・

施行)までの悶のことをいう c

・立法政令:decreto legislati¥'o (第 8条〕

政令 (decreto) という認が用いられているけれども法律(ley)の範務{こ隠する

法規範であち，国会の委任に基づき内閣が制定する(員長:法 82条 l項)。新立法の場

合，その践的や!j耳目IJ.J:'定めた絞拠法(le¥， de bases) と呼ばれる委任法が国会で採択

され，これに従い内泌が制定するため，形式的には内潟権限{こ隠する政令 (decreto)

ではあるが，内容的{こは立法権 (poderlegislatil'o)の終りがかかっているため， ?;去

1'ltのー綴とされる([可条 l写1・2項・ 4演)。

・)JIJ!，';: separacion [2fj 10条第 H資)

員長女長が認められていない当時，別腐という法定制度がこれに代わるものであっ

たG ローマ法以米，食事とベッド全共にしない火婦のための il手床級機(ラテン

請で di、'ortiull1a mensa ct thoro) と祢されていた制度である c

-政令:Real Decreto [第 105失策 4Jl'I・5項，以下多数)

議会主主主総ドのスペインでは， 1979年以降“iミω1"(英語の iミo¥'al)の誌が付加さ

れるようになったが，法的{こはそれ以前の[政令J(Decreto) と爽ならないので，

誤解を避けるためにも敢えて汁命令j とは訳さない乙

-戦没者の谷:Valle de los Caidos [第 16条)

1940 iドから 1958年にかけて慾設された，市民戦争における雨宝石の 3万3千人全

超える Ji投手E殺を犯る巨大な縮。マドリー商北のグアダラーマLL!)l取の谷間に序する C

1975年 11月 20El (こ病没したフランコ将軍もここに絞る c

-留外追放・亡命:exilio [第 20条他〕

Exilぬという認の複合的慾味に鐙み， r国外追放・亡命Jと訳したc

(2008 iド5f=J 31日!日t縞)
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